
沖縄振興基本方針のポイント 内閣府沖縄担当部局

○ 沖縄振興特別措置法改正（Ｈ２４．３）により、沖縄県の自主性発揮の観点から、国が沖縄振興基本方針を定め、これに基づ
き、沖縄県が沖縄振興計画を定める仕組みを導入 （※従来は、国が沖縄振興計画を策定）

○ 基本方針においては、国の責務として実施すべき沖縄振興の基本的な方針（振興の意義、基本的な方向性等）を規定

構 成

位置付け

Ⅰ 序文

○ 基本方針の性格（国が考える沖縄振興の意義と方向、県が沖縄振
興計画の策定を行う際の指針を提示）を説明

Ⅱ 沖縄振興の意義及び方向

１ 沖縄振興の意義

国として引き続き沖縄振興に取り組む必要性を説明

２ 沖縄振興の方向
（１）沖縄の優位性を生かした民間主導の自立型経済の発展
（２）我が国及びアジア・太平洋地域の発展に寄与する２１世紀の「万

国津梁」の形成
（３）潤いのある豊かな住民生活の実現

３ 沖縄の振興に当たっての基本的な視点
（１）多様な主体による連携・協働

官民や国・地方の役割分担・連携について説明
（２）選択と集中、検証

Ⅲ 沖縄の振興に関する基本的な事項

１ 観光、情報通信産業、農林水産業その他の産業の振興に関する
基本的な事項
観光・リゾート産業、情報通信関連産業、国際物流拠点産業、産業イノベー

ションの推進、金融業・金融関連業、農林水産業、中小企業の振興を記述

２ 雇用の促進及び職業の安定に関する基本的な事項
３ 教育・人材の育成及び文化の振興に関する基本的な事項
４ 福祉の増進及び医療の確保に関する基本的な事項
５ 科学技術の振興に関する基本的な事項
６ 情報通信の高度化に関する基本的な事項
７ 国際協力及び国際交流の推進に関する基本的な事項
８ 駐留軍用地跡地の利用に関する基本的な事項
９ 離島の振興に関する基本的な事項
１０ 環境の保全並びに防災及び国土の保全に関する基本的な事項
１１ 社会資本の整備及び土地の利用に関する基本的な事項
１２ その他の基本的な事項

不発弾等対策の推進、所有者不明土地問題の解決、北部振興を記述

Ⅳ 沖縄振興の推進に関する事項

○ 沖縄振興交付金の執行に当たっての基本的な留意事項、沖縄振
興計画の中間年（５年後目途）の見直しについて記述


